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厚 生 労 働 省 

令和３年２月 14 日 

1 2 時 0 0 分 現 在 

 

 

福島県沖を震源とする地震による被害状況等について（第３報） 

 

 

１ 厚生労働省における対応 

(1) 2/13   23:09   厚生労働省災害情報連絡室設置 

    2/13    23:09  厚生労働省災害対策本部設置 

    2/13  10:30  第１回厚生労働省災害対策本部会議 

 

 

２ 医療関係 

（1）医療関係全般 

  ・EMIS を用いて各地の被害状況や DMAT 等の活動状況について情報収集

中。 

 

（2）EMIS の運用状況（２月14日11時00分） 

・宮城県、福島県で、EMIS 災害モードに切り替え。 

・青森県、岩手県、秋田県、山形県、茨城県、群馬県、埼玉県、 

千葉県、東京都、新潟県、山梨県、静岡県、三重県、大阪府、 

奈良県、和歌山県、鳥取県、岡山県、徳島県、佐賀県、宮崎県で、

EMIS 警戒モードに切り替え。 

   ・栃木県、神奈川県、富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、 

愛知県、滋賀県、京都府、島根県、広島県、香川県、愛媛県、 

高知県、福岡県、熊本県で、EMIS 通常モードに切り替え。 

 

（3）医療機関の被害状況（２月14日11時00分） 

・宮城県では、現時点で少なくとも合計２の医療機関の被害が継続して

いる。（断水１、停電１、被害の重複を考慮した医療機関実数２） 

・福島県では、現時点で少なくとも合計１１の医療機関の被害が継続し

ている。（断水５、その他の被害７、被害の重複を考慮した医療機関実

数１１） 

 

   浸水 断水 停電 その他 備

考  最大 現在 最大 現在 最大 現在 最大 現在 

宮城県 ０ ０ ４ １ ３ １ １ ０  
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福島県 ０ ０ ９ ５ ３ ０ ８ ７  

茨城県 ０ ０ ０ ０ １ ０ ０ ０  

栃木県 ０ ０ ０ ０ ２ ０ ０ ０  

群馬県 ０ ０ ０ ０ １ ０ ０ ０  

合計 ０ ０ １３ ６ １０ １ ９ ７  

 

   ※宮城県及び福島県における浸水は確認の結果、第３報よりその他とし

て計上。 

 

＜既に行った対応・復旧の状況＞ 

・17医療機関で断水・停電等の被害が解消。 

・医療施設等の早期の復旧を目的として、各都道府県衛生主管部（局）災害

医療主管部（課）長あてに、「令和２年度に発生した災害により被災した医

療施設等に係る災害復旧費補助金の活用意向の報告について（依頼）」（令

和２年７月７日付厚生労働省医政局地域医療計画課救急・周産期医療等対

策室長事務連絡）を再周知（2/14）。 

 

（4）DMAT の活動状況（２月14日11時00分） 

・全国の DMAT に対して、自動参集基準が適応され、各地で待機状態となっ

たが、被害状況を踏まえて全国派遣については待機状態を解除。 

（11時時点で、全国合計58隊が出動準備中、25隊が待機中。） 

・現在、福島県庁等で合計９隊が活動中 

 

 ＜①活動中＞ 

福島県  活動総数８ 本部活動：８ 

神奈川県 活動総数１ 本部活動：１ 

  ＜②移動中＞ 

なし 

現在の活動総数（①＋②）合計９隊（前回10隊）  

 

＜③準備中＞ 全国合計58隊（前回96隊） 

＜④待機中＞ 全国合計25隊（前回29隊） 

 

 （5）DPAT の活動状況（２月14日） 

  ・全国の DPAT の自動参集基準が適応され、待機状態となっていたが、９時

40分に解除。 

  ・福島県、宮城県庁に DPAT 調整本部設置、DPAT 事務局が情報収集活動実

施。 
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（6）医薬品・医療機器製造販売業、卸売販売業関係 

 ・現時点で被害報告無し。引き続き情報収集に努める。 

 

＜在宅医療関連＞ 

・在宅人工呼吸器、在宅酸素濃縮器等を製造する医療機器メーカー12社に

患者の安否確認状況、製造施設等の被害状況等について報告を依頼

（2/14）。 

 

（7）在宅酸素療法患者への対応について 

・全国的に展開している在宅酸素供給装置の保守点検事業者８社に対し

て、厚生労働省から患者の安否の確認状況等について情報提供を依頼

（2/14）。 

 

 

３ 生活衛生・食品安全関係 

（1）水道の被害状況 

① 断水の状況 

・宮城県、福島県内の10事業者において、地震による影響で4,371戸が断水

中(宮城県、福島県、茨城県、栃木県内の15事業者において最大断水戸数
※5,431戸以上、うち1,060戸が解消済み）。 
※各市町村の最大断水戸数の合計 

・引き続き、情報収集に努めるとともに、応急給水を実施できる体制の整

備を進めていく。 

 

県・市町村 

・事業者名 

断水戸数（戸） 断水 

期間 
被害等の状況 

最大 現在 

【宮城県】 

仙台市 

 

76 

 

76 

 

2/14～ 

 

・配水管の破損による断水 

大河原町
おおがわらまち

 136 136 2/13～ ・配水管の破損による断水 

・応急給水実施中 

丸森町
まるもりまち

 700 700 2/13～ ・水道管の破損による断水 

・応急給水実施中 

山元町
やまもとちょう

 3,500 2,900 

 

2/13～ ・水道施設の破損による断水 

・応急給水実施中 

【福島県】 

いわき市 

 

49 

 

49 

 

2/13～ 

 

・配水管の破損による断水 

福島市 45 45 2/13～ ・配水管の破損による断水 

白河市
し ら か わ し

 90 90 2/13～ ・配水池の破損による断水 

本宮市
も と み や し

 55 55 2/13～ ・水道管の破損による断水 
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矢吹町
や ぶ き ま ち

 20 20 2/13～ ・水道施設の破損による断水 

天栄村
てんえいむら

 300 300 2/13～ ・配水管の破損による断水 

断水解消済み 

【宮城県】 

蔵王町
ざ お う ま ち

 

 

100 

 

0 

 

2/13～14 

 

・水道管の破損による断水（復

旧済み） 

【福島県】 

浪江町
な み え ま ち

 

 

不明 

 

0 

 

2/13～14 

 

・断水発生（復旧済み） 

【茨城県】 
かすみがうら市 

 

不明 

 

0 

 

2/13～14 

 

・断水発生（復旧済み） 

【栃木県】 

茂木町
も て ぎ ま ち

 

 

200 

 

0 

 

2/13～14 

 

・停電による断水（復旧済み） 

芳賀
は が

中部上水

道企業団 

160 0 2/13～14 ・停電による断水（復旧済み） 

合計 5,431以上 4,371   

停電による影響や漏水を確認（断水可能性あり） 

【宮城県】石巻市、登米市
と め し

 

【福島県】伊達市、国見町
く に み ま ち

、桑折町
こ お り ま ち

、富岡町
とみおかまち

、大玉村
おおたまむら

、相馬地方広域水道企業団

（相馬市、南相馬市、新地町
し ん ち ま ち

） 

 

 

４ 社会福祉施設等関係 

（1）高齢者関係施設の被害状況 

現時点で被害報告無し。引き続き情報収集に努める。 

 

（2）障害児･者関係施設の被害状況 

宮城県仙台市で１箇所、山形県米沢市で１箇所において壁の一部破損等

の被害があったが、サービス提供に影響なし。人的被害無し。引き続き情

報収集に努める。 

 

（3）児童関係施設等の被害状況 

宮城県仙台市で５箇所において壁の亀裂等の被害があったが、サービス

提供に影響なし。人的被害無し。引き続き情報収集に努める。 

 

 

５ 保健・衛生関係 

（1）人工透析 
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各都道府県に対し、被害状況の確認を要請した。また、日本透析医会に対

し、情報共有について協力を依頼（2/13）。 

現時点で被害報告無し。引き続き情報収集に努める。 

 

（2）人工呼吸器在宅療養難病患者 

各都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市に対し、特に在宅で人

工呼吸器を使用している難病患者に関する対応について注意喚起を行うとと

もに、被害発生時における報告を要請（2/14）。 

患者団体に対し、地区支部を通じて、特に在宅で人工呼吸器を使用してい

る難病患者への被害情報の把握について協力を依頼（2/14）。 

現時点で被害報告無し。引き続き情報収集に努める。 

 

（3）被災者の健康管理 

宮城県、福島県に対し、保健活動に関する状況の確認と連絡体制の確保を

要請(2/14)。引き続き情報収集に努める。 

○ 都道府県、保健所設置市、特別区に、被災地で保健師などが行う保健活

動に活用するため、以下の事務連絡等を送付し、被災者への対応を要請し

た。引き続き情報収集に努める。 

・２月14日付 「「避難所生活を過ごされる方々の健康管理に関するガイ

ドライン」について」（令和３年２月14日付け健康局健康課保健指導室事

務連絡） 

・２月14日付 「避難生活を過ごされる方々の深部静脈血栓症／肺塞栓症

（いわゆるエコノミークラス症候群）の予防について」（令和３年２月14

日付け健康局健康課保健指導室事務連絡） 

・２月14日付 「管轄避難所等情報の記録様式について」（令和３年２月

14日付け健康局健康課保健指導室事務連絡） 

 

 

６ 薬局、薬剤師、輸血用血液製剤、毒物劇物関係 

（1）薬局、薬剤師 

・現時点で被害報告無し。引き続き情報収集に努める。 

 

（2）輸血用血液製剤関係 

   ・現時点で被害報告無し。引き続き情報収集に努める。 

 

（3）毒物劇物関係 

・現時点で被害報告無し。引き続き情報収集に努める。 
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７ 障害福祉関係 

○ 被災した要援護障害者等への対応について 

災害救助法が適用された自治体に対して、被災した要援護障害者等につ

いて、特別な対応（被災し、利用者負担をすることが困難な者について、

利用者負担の減免ができることや、障害福祉サービス事業所等で災害等に

よる定員超過利用が認められることなど）について周知し、特段の配慮を

要請(2/14：福島県) 

 

 

８ 介護保険関係 

（1）利用者関係 
○ 被災した要介護高齢者等への対応について 

各都道府県及び被災市町村に対して、被災した要介護高齢者等につい

て、特別な対応（被災し、利用者負担をすることが困難な者について、地

方自治体の判断において利用者負担の減免ができることや、介護保険施設

等で災害等による定員超過利用が認められることなど）について周知し、

特段の配慮を要請（2/14）。 

また、各都道府県及び被災地市町村に対して、被災者は被保険者証等を

提示しなくても介護サービスを利用できるよう対応することを可能とする

事務連絡を発出（2/14）。 

 

 

９ 医療保険関係 

○ 被災に伴い被災者が被保険者証を保険医療機関に提示できない場合にお

いても医療保険による受診が可能である旨について、関係者に対する周知

を、関係団体、都道府県、地方厚生（支）局に要請（2/14）。 

※「令和3年福島県沖を震源とする地震による災害の被災者に係る被保険者証

等の提示等について」（令和3年2月14日付け保険局医療課事務連絡）を送付

（2/14）。 

 

○ 全国健康保険協会、健康保険組合、健康保険組合連合会、社会保険診療

報酬支払基金及び地方厚生（支）局に対して、災害その他の特別の事情が

ある被保険者に係る一部負担金等の徴収猶予及び減免を行うことができる

旨等を周知。 

※「災害により被災した被保険者等に係る一部負担金等及び健康保険料の

取扱い等について」（令和3年2月14日付け保険局保険課事務連絡）を送付

（2/14）。 
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○ 各都道府県に対して、災害により被災した被保険者に係る保険料（税）･

一部負担金の減免を行うことができる旨を周知。 

※「「災害により被災した国民健康保険被保険者に係る国民健康保険料

（税）等の取扱いについて」の再周知について」（令和3年2月14日付け厚生

労働省保険局国民健康保険課事務連絡）を送付（2/14）。 

※平成25年5月に発出した事務連絡を再周知。 

 

○ 各都道府県等に対して、災害により被災した被保険者に係る保険料・一

部負担金の減免を行うことができる旨を周知。 

※「令和3年福島県沖を震源とする地震による後期高齢者医療制度の一部負担

金及び保険料の取扱いについて」（令和3年2月14日付け保険局高齢者医療課

事務連絡）を送付（2/14）。 

 

 

１０ 労働関係 

（1）労災保険 

○ 災害救助法が適用された地域を管轄する労働局に対して以下の指示

（2/14（福島））。 

・労災保険給付の請求について、事業主証明が受けられなくとも請求書を

受理する等の手続きの簡略化 

・事業主からの申請に基づき労働保険料等の納付猶予措置等の実施 

 

（2）社会復帰促進等事業関係 

○ 災害救助法が適用された地域を管轄する労働局に対して以下の指示

（2/14（福島））。 

・今回の災害による被害により、事業場が倒産し、賃金未払のまま退職を

余儀なくされた労働者に対して、未払賃金立替払制度の申請手続きの簡

略化 

 

 

１１ 厚生局及び労働局の状況等 

（1）厚生局 

 ・現時点で人的・物的被害無し。引き続き情報収集に努める。 

 

（2）労働局 

 ・現時点で、福島労働局職員の６人が軽傷、宮城労働局の庁舎で天井の損

壊等の被害あり。引き続き情報収集に努める。 
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以上 


